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平成２７年１２月１日からストレスチェックの実施が義務になります
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（執筆）
社会保険労務士法人 坂井事務所　代表　坂井 求（特定社会保険労務士）
1980年4月の開業以来、500社を超える企業に対し、労務管理、社会保険手続きを行なう。
東京都社会保険労務士会の支部役員、災害対策委員、社会貢献委員会学校教育部会委員を歴任。
「利他の心で」をモットーに講演・執筆活動にも力を入れている。

ホームページ　http://www.sakaikrj.com/info/


